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船舶事故調査報告書 

 

                              令和３年１２月８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

    委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉                          

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 令和２年１１月９日 ０１時５０分ごろ 

発生場所 青森県青森市青森港 

 青森港沖館
おきだて

東防波堤北灯台から真方位２１６°１,１７０ｍ付近 

 （概位 北緯４０°５０.６′ 東経１４０°４３.１′） 

事故の概要  旅客船兼自動車渡船ブルーハピネスは、着岸作業中、右舷船尾部で

作業に従事していた甲板手が負傷した。 

事故調査の経過  令和２年１２月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

旅客船兼自動車渡船 ブルーハピネス、８,８５１トン 

１４２７９１、光洋海運株式会社（船舶所有者）、津軽海峡フェリ

ー株式会社（船舶運航会社、Ａ社） 

 １４４.１３ｍ×２３.００ｍ×１４.１０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、９,９４８kＷ、平成２８年９月２８日 

 乗組員等に関する情報 船長 ５５歳 

 一級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成１５年６月１６日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成３０年４月１０日 

  免状有効期間満了日 令和５年６月１５日 

航海士Ａ ３７歳 

甲板手Ａ ３２歳 

 死傷者等 軽傷 １人（甲板手Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 西南西、風力 ５、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  本船は、船長及び甲板手Ａほか１７人が乗り組み、旅客３６人、車

両２８台を乗せ、令和２年１１月８日２２時０５分青森港に向けて北

海道函館市函館港を出港した。 

 本船は、９日０１時３３分ごろ青森港東防波堤を通過後、出入港配
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置となり、航海士Ａ及び甲板手Ａが船尾配置に就き、青森港フェリー

ふ頭第４号バース（以下「本件岸壁」という。）前で左回頭した後、

機関を後進にかけて本件岸壁へ接近した。 

 航海士Ａが、右舷船尾端の作業指揮台上に立って指揮を執り、甲板

手Ａは、右舷船尾端から約２ｍ船首方に設置された圧縮空気式索発射

器（以下「本件発射器」という。）の船首方に立って引き寄せ索（以

下「本件索」という。）に連結されたゴム弾を装填し、ゴム手袋を着

用した右手の指４本を引き金に添え、射出指示を待っていた。 

当時、西南西の強風と後進による風が本件発射器の発射口から引き

金部に向かって吹いており、甲板手Ａは、本件岸壁に注意を向けてい

たので、発射口から延びる本件索が右手付近に吹き寄せられているこ

とに気付かなかった。 

航海士Ａは、本船船尾端が本件岸壁まで約３０ｍとなったので、甲

板手Ａに本件発射器の射出の指示を出した。 

甲板手Ａは、０１時５０分ごろ航海士Ａの射出の指示を受けて本件

発射器の引き金を操作したところ、暴発音とともに、ゴム弾の弾頭の

一部が発射されたものの、本件索が引き金にかけた指をかすめ、右中

指に絡まり、強く引かれて中指が切断された。 

船長は、航海士Ａから本事故発生の連絡を受け、Ａ社に本事故発生

の連絡及び救急車の要請を依頼した。 

甲板手Ａは、着岸後、救急車によって青森市内の病院に搬送され、

緊急手術を受け、０６時３０分ごろ本船に戻った。 

（付図１ 事故発生場所概略図、付図２ 本事故発生時の甲板手Ａ及

び航海士Ａの配置図、写真１ 本事故発生時の航海士Ａと甲板手Ａ

の配置状況、写真２ 本事故発生時の本件発射器設置状況 参照） 

 その他の事項  本件発射器は、最大圧力９kf/cm2 の圧縮空気を用いて、直径約３mm

長さ約１００ｍのナイロン製の本件索が連結された約５００g のゴム

弾を砲身から約６０～９０ｍ射出するものであった。 

 本件索は、一端を砲身の中のゴム弾に連結し、ほぼ砲身直下のプラ

スチック製の籠に収められた後、他端を係留索に連結してあった。 

 本件発射器の製造業者（以下「本件製造業者」という。）によれ

ば、約４０年前から本件発射器を累計５～６万台出荷しているが、射

出によって本件索が操作者の指に絡まったことはなかった。 

 甲板手Ａによれば、本件発射器操作時、砲身方向から吹いていた風

によって本件索が籠から延出し、右手の指先付近または接触するくら

い吹き寄せられていた可能性があるが、ゴム手袋を着用していたので

気付かなかった。 

航海士Ａ及び甲板手Ａは、本件岸壁に視線を向け、接近状況に注意

を向けていたので、本件索の発射前の状況等を見ていなかった。 

（写真３ 本件製造業者が本事故後に図った再発防止策の状況 参



- 3 - 

照） 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

あり 

 本船は、青森港において、着岸作業中、甲板手Ａが本件岸壁への接

近状況に注意を向け、本件索が引き金にかけた右手付近に吹き寄せら

れていたことに気付かず、本件発射器の引き金を操作したことから、

本件索が右中指に絡まり、強く引かれたことにより負傷したものと考

えられる。 

本件索は、強風の風向が本件発射器発射口から引き金部の方向とほ

ぼ一致したことから、引き金にかけた右手付近に吹き寄せられたもの

と考えられる。 

航海士Ａ及び甲板手Ａは、本件岸壁に視線を向け、接近状況に注意

を向けていたことから、本件索の状況に気付かなかったものと考えら

れる。 

甲板手Ａは、ゴム手袋を着用していたことから、本件索が吹き寄せ

られた程度では、触感で気付けなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、青森港において、着岸作業中、甲板手Ａが本件

岸壁への接近状況に注意を向け、本件索が引き金にかけた右手付近に

吹き寄せられていたことに気付かず、本件発射器の引き金を操作した

ため、本件索が右中指に絡まり、強く引かれたことにより発生したも

のと考えられる。 

再発防止策  本件製造業者は、本事故後、再発防止のため、次の改善措置をとっ

た。 

 ・引き金カバーに引き金操作者の指全体を保護する引き金安全カバ

ーを追設した。 

 ・本件発射器の取扱説明書に、指全体を保護する引き金安全カバー

の記述を追加した。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・圧縮空気式索発射器を発射する際、指揮者及び作業員は、射出す

る索の状況が強風等により変化している可能性もあるので、射出

指示及び射出操作前に索の状況を最終確認すること。 
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  付図１ 事故発生場所概略図 
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船橋甲板（Ｃ－甲板）船尾部 

付図２ 本事故発生時の甲板手Ａ及び航海士Ａの配置図 

航海士Ａ 

甲板手Ａ 

本件発射器 
船首 船尾 

フレーム間隔：０.６ｍ 

写真１ 本事故発生時の航海士Ａと甲板手Ａの配置状況 
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写真２ 本事故発生時の本件発射器設置状況 

写真３ 本件製造業者が本事故後に図った再発防止策の状況 
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